
福知山市告示第７０号 

 

 福知山市先端設備等導入支援金交付要綱を次のように定める。 

 

令和８年５月１１日 

福知山市長  大 橋 一 夫   

 

福知山市先端設備等導入支援金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、物価又はエネルギー価格の高騰の影響を受けている市内

の中小企業者の賃上げ環境を整備し、経営基盤の強化を図るため、福知山市先

端設備等導入支援金（以下「支援金」という。）を予算の範囲内において交付

することについて、福知山市補助金交付規則(昭和２８年福知山市規則第５号。

以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号

に定めるところによる。 

（１）中小企業者 中小企業等経営強化法（平成１１年法律第１８号。以下「法」

という。）第２条第１項に規定する中小企業者をいう。 

（２）先端設備等 法第２条第１４項に規定する先端設備等をいう。  

（３）主たる事業所 次のいずれかのことをいう。 

ア 法人にあっては、本店 

イ 個人事業主にあっては、個人の住所地 

ウ その他市長が特に認めるもの 

（４）中小企業者伴走型・経営力強化業務 福知山市中小企業者経営基盤強化・

賃上げ特別支援事業に基づき、デジタル化又はＤＸに向けた伴走支援が必

要な市内の中小企業者に対し、本市から専門員を派遣する業務をいう。 

 （交付対象者） 

第３条 支援金の交付の対象となる者（以下「交付対象者」という。）は、令和

８年４月１日以前に事業を開始し、かつ、本市に主たる事業所を有する中小企

業者であって、次の各号の全てを満たすものとする。 



（１）法第５２条の規定により先端設備等導入計画に係る本市の認定を受けて 

いること又は法第５３条の規定により先端設備導入計画の変更に係る本市

の認定を受けていること。 

（２）国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、従業員に対して、国 

内雇用者に対する雇用者給与等支給額を、計画申請日を含む事業年度（以下 

「申請事業年度」という。）又はその翌事業年度において、直前の事業年度

と比較し、１．５パーセント以上増加させる賃上げ方針を表明していること。

ただし、前号において固定資産税の特例の適用を受けている場合はこの限り

でない。 

（３）今後も事業の継続のための取組を実施する意思があること。 

（４）市税の滞納がないこと。ただし、徴収の猶予を受けている場合を除く。 

（不交付対象者） 

第４条 前条の規定にかかわらず次に掲げる者は、交付対象者としない。 

（１） 法人税法（昭和４０年法律第３４号）別表第１に規定する公共法人 

（２）風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第

１２２号）に規定する性風俗関連特殊営業又は当該営業に係る接客業務受

託営業を行う者 

（３）宗教上の組織又は団体 

（４）政治団体 

（５）過去に支援金の交付を受けた者 

（６）福知山市暴力団排除条例（平成２４年福知山市条例第１７号）第２条第３

号に規定する暴力団員等又は同条第４号に規定する暴力団密接関係者 

（７）前各号に掲げるもののほか、支援金の趣旨に照らして適当でないと市長

が判断する者 

（交付対象経費） 

第５条 支援金の交付対象となる経費は、第３条第１号に規定する先端設備等導

入計画に基づき認定した先端設備等（以下「交付対象設備」という。）の導入

に要する経費（以下「交付対象経費」という。）であって、次の各号に掲げる

ものとする。 

 （１）機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品並びに建物附属設備に係る 

導入費 

 （２）ソフトウェア及びシステムの導入費（構築費、改修費及び初期設定費を 



含む。） 

２ 前項の規定にかかわらず、消費税及び地方消費税相当額は、交付対象経費 

に含めないものとする。 

 ３ 国又は他の地方公共団体から同種の補助金等の交付を受けて導入する、又

は受けようとする先端設備等については交付対象外とする。 

 （支援金の額） 

第６条 支援金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号の定めるところ

による。ただし、その額に１，０００円未満の端数が生じたときは、その端数

を切り捨てた額とする。 

（１）先端設備等導入計画の認定を受けている者 １５０万円を上限とし、交付

対象経費１０分の１を乗じて得た額 

（２）先端設備等導入計画の認定を受けており、かつ、中小企業者伴走型・経営

力強化業務による専門員の派遣を受けている者 ３００万円を上限とし、

交付対象経費１０分の２を乗じて得た額 

 （申請受付開始日及び申請期限） 

第７条 支援金に係る本市の申請受付開始日は、令和８年５月１１日とする。 

２ 申請期限は、令和９年１月３１日とする。ただし、市長が特に認めた場合は、

この限りでない。 

 （交付の申請） 

第８条 支援金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、福知

山市先端設備等導入支援金交付申請書（別記様式第１号）に次に掲げる書類を

添えて、市長に申請しなければならない。 

（１） 認定申請書類の写し 

（２） 交付対象経費を明らかにする書類 

（３） 市税の滞納のないことの証明書 

（４） 誓約書（別記様式第２号） 

（５）その他市長が必要と認める書類 

２ 正当な理由により前項各号に掲げる書類を提出できない場合は、別に市長

が定める書類を提出するものとする。 

３ 申請者による申請は、原則として郵送又は窓口持参により市長に提出する

ものとする。 

４ 第１項に規定する申請は同一の交付対象者につき１回限りとする。 



 （交付及び不交付の決定） 

第９条 市長は、前条の規定により提出された申請書を受理したときは、速やか

にその内容を審査の上、その結果を福知山市先端設備等導入支援金交付（不交

付）決定通知書（別記様式第３号）により申請者に通知するものとする。 

２ 市長は、前項の規定により支援金を交付する場合で、必要があると認めると

きは、条件を付すことができる。 

（計画の変更又は中止） 

第 10 条 前条第１項の規定による交付決定を受けた者（以下「交付決定者」と

いう。）は、申請に係る事業の内容を変更し、又は中止しようとするときは、

あらかじめ福知山市先端設備等導入支援金交付変更（中止）申請書（別記様式

４号）を提出し、その承認を受けなければならない。 

（実績報告） 

第 11 条 交付決定者は、対象事業が完了したときは、事業完了の日から起算し

て３０日を経過した日又は令和９年２月末のいずれか早い日までに、福知山

市先端設備等導入支援金実績報告書（別記様式第５号）に次に掲げる書類を添

えて、市長に提出しなければならない。 

（１）交付対象経費の支払を証する書類（領収書の写し等） 

（２）先端設備等の導入が確認できる写真等の書類 

（３）その他市長が必要と認める書類  

（支援金の額の確定） 

第 12 条 市長は前条の規定による実績報告書の提出があったときは、その内容

を審査し、交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、

交付すべき支援金の額を確定し、福知山市先端設備等導入支援金額確定通知

書（別記様式第６号）により、交付決定者に通知するものとする。 

（支援金の請求及び交付） 

第 13 条 交付決定者は、前条の規定による通知を受けたときは、速やかに所定

の請求書により市長に請求しなければならない。 

２ 市長は、前項に規定する請求を受けたときは、その内容を審査し、適当と認

めたときは、支援金を交付するものとする。 

 （交付の取消し及び返還） 

第 14 条 市長は、交付決定者が次のいずれかに該当すると認めたときは、支援

金の交付の全部又は一部を取り消し、又は既に支援金が交付されているとき



は、その全部又は一部を返還させることができる。 

（１）交付の要件を満たさなくなったとき。 

（２）虚偽その他不正の手段により支援金の交付の決定又は交付を受けたとき。 

（３）法令又はこの要綱に違反したとき。 

（４）その他市長が不適正と認めたとき。 

２ 市長は、前項各号の要件に該当することが疑われる場合は、提出された申請

書類等について審査を行い、調査を開始することができるものとし、調査に必

要な関係書類等の提出、事情の聴取等を行うことができるものとする。 

３ 交付決定者が前項の調査を受ける場合にはこれに誠実に応じるものとし、

既に交付した支援金について調査を行う場合も同様とする。 

（支援金の経理等） 

第 15 条 交付決定者は、支援金に係る経理についての収支の事実を明確にした

証拠書類を、他の会計に係るものと区分して整理し、対象事業が完了した日の

属する年度の終了後５年間保存しなければならない。 

２ 交付決定者は、市長が対象事業に係る事業の運営、経理等の状況について検

査を求めた場合は、これに応じなければならない。 

（財産の管理及び処分の制限） 

第 16 条 交付決定者は、対象事業により取得し、又は効用の増加した財産（以

下「取得財産等」という。）について、対象事業完了後もその保管状況を明ら

かにし、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 

２ 取得財産等のうち、福知山市補助金交付規則第２２条第２号の規定により、

市長が定める処分を制限する財産は、取得価格又は効用の増加価格が単価５

０万円（消費税及び地方消費税相当額を含まない。）以上の機械、器具、備品

及びその他の財産とする。 

３ 規則第２２条ただし書の規定により市長が定める期間は、減価償却資産の

耐用年数等に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号）に定める資産の区分

に応じた耐用年数に相当する期間とする。 

４ 交付決定者は、前項の規定により定められた期間内において、処分を制限さ

れた取得財産等を処分しようとするときは、あらかじめ補助事業財産処分承

認申請書（別記様式第７号）を市長に提出し、その承認を受けなければならな

い。 

５ 市長は、前項の規定により提出された申請書を受理したときは、速やかにそ



の内容を審査の上、その結果を補助事業財産処分承認通知書（別記様式第８号）

により申請者に通知するものとする。 

６ 市長は、前項の規定により、交付決定者が取得財産等の処分をすることによ

り収入があるときは、その収入の全部又は一部を本市に納付させることがで

きる。 

 （その他） 

第 17 条 この要綱に定めるもののほか、支援金の交付に関し必要な事項は、市

長が別に定める。 

 

   附 則 

この要綱は、令和８年５月１１日から施行する。 


